
令和８年度当初予算の各事業概要

部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費 本年度県費 事業概要（目的）

総務部 地方消費税清算金 都道府県清算金 94,211,922 94,211,922

　国から各都道府県に払い込まれた地方消費税は消費に関連した基準（経済センサス活動調

査の小売年間販売額、サービス業対個人事業収入額等）によって、都道府県間において清算

を行う。

　清算時期：2～ 4月　　5月に清算

　　　　　　5～ 7月　　8月に清算

　　　　　　8～10月　 11月に清算

　　　　　  11～ 1月　　2月に清算

総務部 利子割交付金 市町交付金 841,009 841,009

　県民税利子割税収額に政令で定める率（99/100）を乗じた額の3/5を各市町に係る個人の

県民税の額（3ヶ年分）に按分して当該市町に交付する。

　令和8年3月～令和9年2月までの県民税利子割税収額を対象とする。

　交付時期：　3～ 7月　　8月に交付

　　　　　　　8～11月　 12月に交付

　　　　　　   12～ 2月　　3月に交付

総務部 配当割交付金 市町交付金 3,135,274 3,135,274

　県民税配当割税収額に政令で定める率（99/100）を乗じた額の3/5を各市町に係る個人の

県民税の額（3ヶ年分）に按分して当該市町に交付する。

　令和8年3月～令和9年2月までの県民税配当割税収額を対象とする。

　交付時期：　3～ 7月　　8月に交付

　　　　　　　8～11月　 12月に交付

　　　　　　   12～ 2月　　3月に交付

総務部 株式等譲渡所得割交付金 市町交付金 4,423,829 4,423,829

　県民税株式等譲渡所得割税収額に政令で定める率（99/100）を乗じた額の3/5を各市町に

係る個人の県民税の額（3ヶ年分）に按分して当該市町に交付する。

　令和8年3月～令和9年2月までの県民税株式等譲渡所得割税収額を対象とする。

　交付時期：3月に交付

総務部 法人事業税交付金 市町交付金 6,642,721 6,642,721

　法人事業税収入額に政令で定める率（7.7/100）を乗じた額を、事業所統計の各市町従業

員数で按分して当該市町に交付する。

　交付時期：　3～ 7月　　8月に交付

　　　　　　　8～11月　 12月に交付

 　　　　　　  12～ 2月　　3月に交付

総務部 地方消費税交付金 市町交付金 50,791,412 50,791,412

　清算後の地方消費税収入額の1/2を、市町に対して人口 及び従業員数で按分して交付す

る。

 　令和8年2月～令和9年1月までの清算後の地方消費税収入額を対象とする。

　交付時期：　2～ 4月　　6月に交付

　　　　　　　5～ 7月　  9月に交付

　　　　　　　8～10月　 12月に交付

　　　　　　   11～ 1月　　3月に交付



総務部 ゴルフ場利用税交付金 市町交付金 1,172,748 1,172,748

　ゴルフ場利用税の収入額の7/10に相当する額をゴルフ場利用税交付金としてゴルフ場が

所在する市町に交付する。

　令和8年3月～令和9年2月までのゴルフ場利用税収入額を対象とする。

　交付時期：　3～ 7月　　8月に交付

　　　　　　　8～11月　 12月に交付

　　　　　　   12～ 2月　　3月に交付

総務部 自動車取得税交付金 市町交付金 100 100
　自動車取得税収入額に政令で定める率（95/100）を乗じた額の7/10に相当する額を市町

に対し、市町道の延長及び面積に按分して交付する。

総務部 環境性能割交付金 市町交付金 27,655 27,655

　自動車税環境性能割収入額に政令で定める率（95/100）を乗じた額の43/100に相当する

額を市町に対し、市町道の延長及び面積に按分して交付する。

　令和8年4月から令和9年3月までの自動車税環境性能割収入額を対象とする。

　交付時期：　4～ 7月　　8月に交付

　　　　　　　8～11月　 12月に交付

　　　　　　   12～ 3月　　3月に交付

総務部 利子割清算金 都道府県清算金 1,233,000 1,233,000
　各都道府県に納入された利子割について、個人に係る所得金額を基準により都道府県間に

おいて清算を行う。


